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早 見 弘

1

個 人所 得 税 は 現 代 に おけ る先進 諸 国 の 租 税収 入 の な かで,重 要 な地 位 と役

割 を しめ て い る。 まず 租 税収 入 に しめ る ウエ イ トにつ い てみ る と,ア メ リカ

合 衆 国 の連 邦 個 人 所 得 税 は,43.4%(1960～63年 平均),イ ギ リスで は付 加

税 を ふ くめ て46.3%(1965会 計 年 度 予 算),西 ドイ ツが36.8%を 占め,わ

が 国 で は30,2%(昭 和40年 度,納 税 者1人 あ た り46,900円)に 達 す る。

単 一 の 税 目 と して は最 大 の多 収 性 を しめ して い る。第 二 に,個 人 所 得 税 は人

税 と して,租 税 の公 平 を もっ と もよ く満 た す 租 税 と して期 待 され て い る。 今

日,所 得 税 の負 担 や 税務 行政 に批 判 的 な 人 々で も,所 得 税 の代 案 と して総 合

消 費 税 や 間接 税 の 増 徴 を 主 張 す る人 は 少 な い。 ただ所 得 税 に か け られ た 公平

さの期 待 が,所 得税 の抜 け 穴 や 特 別 措 置 に よ って満 た され てい ない ことは事

実 で あ る。 第 三 に,個 人 所 得 税 とい う1つ の制 度 的 機 構 が,国 民 経 済 に与 え

る諸 効 果 に 関 心 が 集 め られ て い る こ とで あ る。 こ こで い う所 得 税 の経 済 効 果

に は,広 くい っ て資源 配 分 ・所 得 分 配 ・経 済 安定 お よび経 済 成 長 の4つ の視

点 が あ げ られ るが,そ れ ぞ れ につ い て所 得 税 の与 え る有 利 ・不 利 とい う判 定

は,理 論 お よび 実証 の2面 か ら論 じ られ て い る。
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この書物 は個人所得税 の多収性 とい う事実 と,人 々に広 く受け入れ られ て

い る とい う是認 と,理 論 お よび実証か らみた経済効果 の分析 を背景 と して,

ア メ リカ合衆 国の連邦個人所得税 を検討 し改善案を提 出 した もので ある。著

者はか ってシカ ゴ大学 にお り,現 在は国際通貨基金の財政部長を勤 め,租 税

問題では注 目すべ き1人 であ る。

個人所得 税が1つ の制度 であ り,実 定法 として存在す る以 上,そ の検討 と

改善 には税法の知識 と所得 税の実務をわ きまえ な くては十分 な もの とな りえ

ない。その意味 では,大 蔵省主税 局長 と しての邦訳者 な らびに同省 と国税庁

に勤務 す る4人 の協力者 の手に なる本書に,多 くの期待を もちなが らよんだ

ことを述べ てお きたい。邦訳 についての意見は最後の節で のべ る こととした

いが,こ の訳書 には,原 書 にあ る5つ の付 録が除かれ てい る。それをふ くめ

て内容 を しめそ う。

第1章

第2章

第3章

第4章

第5章

第6章

第7章

第8章

第9章

第lo章

第11章

第12章

付 録A

付 録B

付 録C

付 録D

付 録E

は じめ に

課税標準 としての所得

所得,消 費および資産に課せ られ る租税の効果

累進課税の経済効果

所得を得るための費用 の取扱い

課税所得か ら除外 され る項 目

所 得 控 除

キャピタル ・ゲイ ソお よびキャピタル ・ロス

税率 と人的控除

所得 と富の分配に対する効果

景気循環 の調整効果

所得税 の将来

租税統計表:税 収,課 税人員,諸 控除および税率

第3章 のノー ト

所得階層別租税負担お よび租税 の貯蓄効果

所得分布統計の制約事項

ビル トイ ン・フ レクシビリテ ィの推計



R.グ ー ド著 塩崎潤訳 『個人所得税 」(早 見) 一119一

本 書の中核は,第5章 か ら9章 まで の所得税 の税務処 理に関 した諸項 目の

検 討 と改善案 にあ ると思 う。そ の他の諸章は,著 者 自身に よる実証 分析 をふ

くめて,い ままで の検証結果 を利用 した経済効 果を と り扱 う。第2章 か ら4

章 まで の所得税 の一般的分析では,な ん とい って もN・ カル ドアの総合 消費

税論 の投 じた影響が大 きい こ とを感ず る。い まや所得 税の税務 論や効果論を

問 う前 に,所 得税是認論に とっては,カ ル ドアの提案は回避 しえない試金石

とな ってい る。所得 税 と総 合消費 税の厚生効果については,私 がか って紹 介

したA・ ウイ リアムスの 『財政 と予算政策』 で,か な り明確 な答 えがで てい

ると思 う。 また第10章 以下 の分配 と 経済安定効 果については,そ れぞれ別

個 の問題 として機会があれば扱 いたい と思 う。

この一文 では,い ままで と くにふれ る ことのなか った所得税 の税務論 を,

本書 の中核た る諸章か ら選び,い わば課 税の公平についての実定法 的 と り扱

いを メモ的に述べ てお くことに したい。

皿

(1)所 得税は必 要か

所 得税が歳 入制度 の中核を担 ってい ると して も,は た してそれは必要であ

り,今 後 も存続すべ きで あろ うか。第2章 「課税標準 と しての所 得」は,こ

うい う設 問にお き換 え ることがで きよう。 ここでの グー ドの立論方法は,課

税 の公平を支払能力説 に基礎づけ,同 額 の収入 を もた らす所 得税 ・資産税 ・

総 合消費税(支 出税)の 三税が,支 払能 力を どの程度表現で きるかに よって

判定 しようとす る。

ここで支払能力 とは 「最 も大雑 ぱな意味で は,支 払能力は,単 に国の手 に

移す こ とができる資源の保有 のみを意味す る。」 しか し課税 の 基準 として役

立 つためには,基 数的効 用に よる解釈 を引 き合いに しな くと も,「 支払 う者

が不 当な苦 しみを受けず,あ るいは社会的に重要 と認 め られ てい る 目的が著

しく妨げ られ ないで 支払 うことので きる 能力であ る。」 とい って よい。 この

1



一120一 商 学 討 究 第18巻 第1号

いい方にたい して,個 人間効用 の比較 を暗黙 に認めた うえで,反 論す ること

は容 易であ る。 しか し 「常識 のある人な ら」金持 ちの シャ ソペ ンと貧 しい子

もちの未 亡人が 買 う ミル クと,ど ち らが社会的にみた優先度 を与 え るであ ろ

うか。 「支払能力は国民的利 益,社 会福祉,正 当な法 の手続,道 徳,義 務 の

よ うな概念 よ りも 不 明確 な ものでは ない。 支払能力は,知 識,社 会的順応

性,思 慮そ の他多 くの人間 の資質 と同 じように客観 的に評価 で きるものであ

る。」ただ この よ うに,支 払能力 を 一般 的に定義 して も,個 人間に租税 を ど

の よ うに配分 した らよいか とい うよ り具体 的な課税方法はで て こない。そ こ

で支払能力 を客観 的に表現す る対応 的指標 を求 めな くては な らない。そ こに

登場す るのが所得であ り,そ の代案 と しての消費支 出 または 資産であ る。

課税を 目的 とし,支 払能力に対応す るための所得概念には,い わゆ る純 資

産増加説 と源泉説 とがあ る。 グー ドは ヘイ グーサイモ ソズの発 生所得概念 に

依拠 しつつ も,発 生所 得 と消費 支 出(純 所得 マイ ナス純貯蓄 として捉 え る)

お よび資産額 な どの測定 ・捕捉 の難 易を比べ てみ ると,い ずれ も完全 とはい

い難 い と し,結 局 にお いて,現 行の実現所得 を 中心 とす る所 得概念 を 改善

し,さ らに補完税 として遺 産税 ・贈与税 お よび消費税か らな る複税制度 を も

って,支 払能力 の多 面的捕捉 をお こなお うとす る。

ここで提起 され た問題は,所 得 を うるために要 した費用 と 消費 支出 の 区

別,純 資産 の増減 を把握 す るためのキ ャピタル ・ゲイ ソの処 理にかかわ る。

発生所得 の定 義 にまつわ る難 点は,総 合消費税や 資産税を設 けた として も解

決で きない。 とすれ ば現行 の個 人所得税 を基礎 に,個 々の所 得項 目,費 用 お

よび控 除項 目を検 討 してみ るほかはあ るまい,と い うのが趣 旨であ る。

(2)消 費 と費用

純所得を うるためには,そ れ に要 した費用を総収入か ら控 除 しなけれぽ な

らない。個人所得 の計測 にあた って,費 用 と収益 の対応を決定 す るのに難 し

い貨 幣支出があ る。 ア メ リカの財務省規 則には,日 本 よ り寛大であ るが,か

な り制 限 され た費 目があ り,そ れ に対す る不満 も多 い。控除 され る費 目を制
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限 してい るのは,費 用 目的か消費 目的かの区別があい まい なためで あ り,こ

れ は 「完全 には直す ことがで きない所 得税 の 欠陥であ る。」第5章 「所 得を

得 るための費用 の 取扱 い」で論 じられ てい るのは,通 勤費 ・転勤費 ・(家計

が雇用す るサ ービスのための支 出 としての)家 事お よび育 児費 ・教育費お よ

び旅費 ・交際費 の各項 目であ る。 アメ リカでは 日本 の よ うな給与所 得控除が

行 なわれ てい ない ことを考 え,ま た既婚 婦人の就業状況 を考 え合わせ ると,

この章は ア メ リカの社会生活が垣間見 られ て面白い。

なかで も著 者の提案 の1つ,高 等教育 お よび職業教育 を うけた者にたいす

る教育費償却 の試 案は,教 育投 資論 の現況か らみて興味があ る。それ はこ う

であ る。教 育費は稼 得能 力を増 し,所 得を うるための費用で ある。 これ を消

費 とみ ることもで きるけれ ども,よ り寛 大な教 育費 の償却 を認め る ことは,

職業訓練のための費用を使わ なか った人や,資 産所得にたいす る維持費 お よ

び償却費を認 める と り扱 いか らみ ると,不 公平な もの とはい えない。 ただ こ

こでの教 育費 は,授 業料 ・本代 ・学用品代 お よび就学 中の旅 費に限 るべ きで

あ り,学 生 々活 のための個人的費用は,生 計費 との区分が不明確 なため認 め

られ ない。教 育費 の費用計上は,勤 労所得者 のみ に限 るべ きであ り,か つ大

学卒業後の本 人の所得 にたい して認め られ るもので,親 の負担 した教育費 を

親 の所 得に対 して認 める ものではない。償却期 間はその人が働け る全期間 に

わた るのがのぞ ま しいが,実 行可能な方法 と しては,10年 ない しは20年 な

どの一定期 間に限 るほ うが よい。

以上の よ うな主張は教育を 資産 とみ るか ど うか,大 学教 育を うけ た者が高

校 教育以下 しか受けなか った者 との間に稼得能力 に差があ るか ど うか,大 学

教 育に優遇措置を与 え ることが公平に反 しないか ど うか,大 学教育 を うけ て

も家庭に入 って しまった女性 にたい して償却 を認 めな くて もよいか ど うか,

私立大学 と公立 大学 の授業料 の差を稼得能力 とど う結 びつけた らよいか等 の

疑問点が生 じ,教 育 資産論を前提 とした主張 はユニー クであ るとは い うもの

の,私 には未解 決な問題が多 い よ うに思われ る。ただ,教 育 支出を資産 とみ
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てその効 果が1年 以上 に及ぶため,償 却せ よとい う試 案には,法 人税法 にお

け る繰延 資産(創 業費 ・建設利 息 ・試験研究費 ・開発費 ・新株 な らびに社債

発行費 な ど)の 償却規定 と,考 え方 においては類 似す る ものがあ ることを指

摘 してお きたい。

(3)帰 属家賃の課税

国民所 得計算では,自 家居住者の推定家賃はその年間におけ るサ ービス支

出 として国民所得 にふ くまれ る。 この考 え方の歴史的 な源泉は,1803年 イギ

リスにおけ るアデイ ン トンの所得 税改革 におけ るScheduleAに あ るといわ

れてい る。著者 に よるとイギ リスの帰 属家賃 にたいす る課税は,1963年 に廃

止 に なった,と い うことであ る。わ が国では もちろん,ア メ リカにおいて も

自家所有 者の帰属家賃は非課税所 得であ る。 い まここで著者は これを調整総

所得 に含 め よと主張す る。その理由は こ うであ る。住宅の所有 者は住宅が維

持 費 ・修繕費な ど,経 費 の源であ ると思 ってい るけれ ども,そ の一 部が消費

サ ービスの形で収益を うけてい ることに気がつかない。現行 の税法 では,自

家用住宅 のサー ビス消費を所得 にふ くめてい ないのに,住 宅購二入 の抵 当債務

利 子や財 産税(地 方税)を 所得か ら控除で きる ことになってい る。 この措置

は賃借人やそ の他の投 資家に比べ て,自 家居住者に有 利な と り扱 いを してい

る。 この扱いは公平に反 す る。

自家所有者 と賃借 人お よびそ の他 の投 資家 との間に公 平な課税 をお こな う

ためには,総 賃貸価 格か ら所有 に ともな う経費(抵 当債務 の利 子,財 産税,

減価償却費,維 持修 繕費お よび損害保険料 な ど)を 差引いた帰属純家賃を調

整総所得 にふ くめ る ことであ る。現行の抵当利子 の控 除を廃止 して も,そ れ

は借入れ に よらない住宅購入者を不利 に扱 うことにな る。 また財産税の控 除

は地方税 との競合を さけ るために認 め られてい るとは い うものの,実 質的に

は賃借人 に転嫁 してい るか ら,こ の控 除を止 めただけ では,不 公平の是正 に

十分では ない。一 方,南 北 戦争当時 のアメ リカで認 め られ ていた ように,借

家人 の支払家賃を経費 として控除で きる先例を復活 した場合は ど うか。現在
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の ところ,借 家人の支払 った家賃総額は,自 家所有 者に認 め られ てい る所 得

控 除 と帰属純家賃の非課税所得 の合計 よ りも大 きいので あ る。 したが って支

払家 賃の所 得控除を認め ることになる と,こ ん どは逆 に借家人 に有利 な措 置

とな り,こ の方法を もって して も公平は実現 で きない。結局の ところ,帰 属

純家賃 の非課税所 得扱いを止 め ることで あ る。

この よ うな著者の主張 は,帰 属家賃の所得 階層別分布状 況な どの統計 資料

に裏 づけ られ て,教 育 支出な どの分析 よ りも実証性に富 んでい る。

(4)キ ャピタル ・ゲイ ン課税

わ が国 の所 得税法において,も っとも複雑な規定を もってい るのは 「譲渡

所得 の金額」の確定 の場合で あ る。規則を複雑 に してい るものは,土 地 ・建

物 の譲渡 にあた って投機 的利益 を押 え ることやそれ らの公共的用途への収用

に さい して,公 益 と私益 の調 整をはか るとい う狙 いを もって改正 を重ね て き

たか らと思われ る。 アメ リカ におけ る 譲渡所得 この訳書では キ ャピタ

ル ・ゲイ ソとその まま用 いてい る一 もそ の例 外では ない よ うであ る。 日米

と もに譲渡所得 については特恵 的課税 がお こなわれてい るが,重 要な違 いは

わが国所得税の場合には,有 価証券の譲渡 益については,原 則 として非課税

であ る,と い うことであ る。

特恵的課税一 ア メ リカでは資本 資産 の保有 期間が6ヵ 月を こえた資産の

譲渡益 については,税 率25%を 限度 と して通常税率の2分 の1を もって課

税 され る一 がお こなわれ る とい う根拠は,ア メ リカにおいては明 らかでは

ない。 わが国 と1963年 までの イギ リス(同 年 よ り保有期 間1年 以下 の短期

キ ャピタル ・ゲイ ンは他の所得 と合算 して普通税率で課税 され る。 また1年

以上の長期 キ ャピタル・ゲイ ンには軽課 措置があ る。)で は譲渡所得が年 々継

続 して生 じない偶発的性 質を もつため,そ の他 の継続 的所 得 とは同一 に扱わ

ない とい う考 え方で軽課 されて きた。 グー ドは,偶 発 的所得 の この よ うな と

り扱いは土地 が富 の主要形態 であ り限嗣不動産権が家 の富 と権 力を維持す る

た めの重要 な手段 であ った農業 中心 の経済 に端 を発 した ものだ,と い う。そ
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して現代 で は,キ ャ ピタル ・ゲ イ ンとそ の他 の財 産 所 得 とを 明確 に 区 別す る

こ とは 不可 能 で あ り,利 子 ・配 当 とお な じ く,消 費 力 の増 加 を もた らす キ ャ

ピ タル ・ゲイ ソに も課 税 す べ きで あ る とみ る。

しか しなが ら,キ ャ ピ タル ・ゲイ ン課 税 の本 質的 な難 し さは,や は りそ の

偶 発 性 に あ る。 しか もキ ャ ピ タル ・ゲ イ ンは 実 現 した とき にの み課 税 され,

一 方 ゲ イ ンか ら控 除 す べ きキ ャ ピ タル ・ロス に は限 度 額 が あ る
。 この た め実

現 時 に決 済 して累 進 課 税 を うけ るな らば,年 々平均 的 に課 税 され た 場 合 よ り

も,過 大 な負担 を うけ る こ とが あ る。 グ ー ドは キ ャ ピ タル ・ゲイ ソの按 分 課

税 方 式 を提 案 して,こ の 過 大 負 担 を さけ よ うと主 張 す る。 この主 張 は キ ャ ピ

タル ・ゲイ ンが 高 額 所 得 階 層 に 集 中 してい る統 計 的 事 実 を 背景 に,現 行 の あ

ま りに も寛 大 な課 税 方 式 を さけ,実 効 税 率 の累 進 度 を 高 め よ うとす る狙 い を

も ってい る。

(5)世 帯 間 の租 税 負 担

財 政 学 と くに租 税 論 に お い ては,原 則 論は あ って も決 定 論 は な い とい って

よい。 例 えぽ 租 税 負 担 の軽 重 を 問題 とす る場 合,所 得 階 層 別 ・世 帯 別 の税 負

担 を評 価 す る順 則 は,理 論 的 に導 か れ た均 衡状 態 を よ りど ころ とす る とい う

よ りは,経 済 水 準 の 現 況 にて ら してそ の あ り方 を判 定 す るの が一 般 で あ る。

そ れ は多 分 に経 験 的 な判 断 に まか され,論 者 が現 状 につ い てreasonableだ

と思 ってい る水 準 とか バ ラ ンスに従 って 是 非 が争 わ れ てい る よ うに思 う。 し

た が って,こ う した論 議 に説 得 力 を もたせ るた め に は,で きる限 り客 観 的 な

現 実 認 識 に も とつ い た判 断 と,同 時 に,改 善案 がfeasibilityを もつ こ とで あ

ろ う。

以 上 の私 見 か らみ る と,第9章 「税 率 と人 的 控 除 」 は税 負担 の 軽重 を判 断

す る場 合 の 標 準 的手続 きを ふ んで い る よ うに思 う。 この章 の1つ の主 張 は,

連 邦 個 人所 得 税 の 負担 を うけ てい る独身 者 は,他 の世 帯 よ りも重課 され て い

る とい うこ とで あ る。 そ の根 拠 は こ うで あ る。 人 的 控 除 は世 帯 構成 人員1人

につ き600ド ル の定 額 で あ り,こ の実 質額 は購 買力 の点 で も平均 所 得 に対 す
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る割合で もきわめて低い。それ だけでな く,異 な った世帯で も同等の生活水

準を維持す るための所得か らみ ると,独 身者 の控 除は夫婦者 のそれ の3分 の

2か ら4分 の3,す なわ ち約1,000ド ルか ら1,200ド ル程度 でなければな ら

ない。扶養親族 の増加につれ て,消 費 につい ての規模 の経済が働 くか ら,現

行 の1人 あた り定額控 除は独 身者を不利 に,家 族 もちを有利 に と り扱 ってい

る。 さらに人的控 除を補足す るもの として1964年 に 採用 された最低概 算支

出控除は,世 帯 別に課税 最低 限を 引きあげは したが,個 別控除を申請す る人

に とっては不利 にな る場合 もあ る。 また夫婦 老には共 同申告書を提 出 して二

分二乗方式に よる課税 を うけ ることがで きる。 これ に よって独身者 よ り低 い

限界税率の適 用を うけ ることにな り,と もに24,000ド ル の 課税所 得の とき

夫婦 者は独 身者 の税額 の29。5%も 少ない もの とな る。 この ような現状 を改

善 す るためには,人 的控除 の再構成 と共 同申告 書を提 出す る夫婦者 と独 身者

の課 税所得 には,現 行 の別 々の税率表ではな く同一 の税率表を適用すべ きで

あ る。 これ に よって現状 は 公 平 と累 進課 税は よ り妥当な もの とな るであろ

う。

以 上5項 目に わ た って摘 記 して きた著 者 の主 張 は,第9章 の第3図 「各 種

条項 の実 効 税 率 に対 す る影 響 」 と第4図 「平 均 税 率 と限 界税 率 」を 参 照 す る

こ とに よって,一 体 な に にむ け られ て い た もので あ るか が 明 白 に な る。 名 目

税 率 は20%か ら約87%ま で 上 昇 して い るに かか わ らず,キ ャ ピタル ・ゲ イ

ンの 軽課 措 置,所 得控 除,人 的控 除 な らび に所 得 分割 に よって実 効 税 率 は 最

高33.3%に しか 達 して い な い。 ア メ リカに お け る高 い ブ ラ ケ ッ ト ・レー ト

は,以 上 の よ うな 課 税 所 得 の 侵 食 に よ って 実 際 に は低 い レー トまで しか適

用 されず,も っ と も大 き な公 平 さ と累 進 課 税 の期 待 を 担 って い るは ず の所 得

税 が,平 均 税 率累 進 度 で み る と逆 進 的 所 得 階 層 さえみ られ る とい うの が 現状

の よ うで あ る。 著 者 の 論 証 は現 実 を重 視 す る``pragmaticscienceofpublic

finance"の 性 質 を,よ く感 得 せ しめて くれ る ものが あ る。
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皿

訳 書 につ い てfaultfinderに な る こ とは,訳 者 に な る よ りもは るか に 易 し

い こ とで あ る。 本 書 は 上述 の著 者 の主 張 か らも察 せ られ る よ うに,ア メ リカ

合 衆 国 の 内 国歳 入 法 お よび財 務 省 規 則 に よっ て施 行 され てい る連 邦 個 人所 得

税 を 説 明 ・批 判 した もので あ り,そ の 意 味 に お い て 実定 法 の 知 識 が な け れ

ば,十 分 な 理解 が え られ ない 書物 で あ る。 私 も訳 書 に助 け られ なけ れ ば,租

税 用 語 の解 釈 に 困難 を 感 じた ことで あ ろ う。

こ うした 負 い 目を感 じな が らも,卒 直 に い わせ て い た だ くな らば,名 著 の

邦 訳 と しては い くぶん不 手 際 の 目立 つ 書 物 の よ うに思 わ れ る。 末 尾 に記 載 し

た よ うに誤 訳 と思 わ れ る もの また は不 注 意 な ミス が あ るほ か,校 正 ミス とい

うよ りも原 稿 ミス と思 わ れ る誤 字 ・誤 用 が散 見 す る。 それ らは と くに第8章

まで に多 い。 原書 の付 録 を 全 部 訳 載 しなか った こ と も極 め て残 念 で あ る。 こ

の た め本 文 中 に 「原著 付 録 を見 よ」 とい った た だ し書 をつ け た り,忘 れ た り

して お り原 著 書 を有 力 な補 完 財 と しな け れ ば訳 書 だけ では 一 本 立 ちが で きな

い もの とな ってい る。

経 済学 な らびに租 税論 に おけ る術 語 に つ い て,か な り大 胆 な 訳 語 を 用 い

てい る こ と も特 色 で あ る。 例 えば"permanentincome"を 「永 久 所 得 」,

"locking -in"を 「寝 か し込 み」
,"floordeduction"を 「足切 り控 除 」,

"incentivepay"を 「奨 励金 」 な どが そ の例 で あ る
。 「永 久 所 得 」 の 日本 語

で の対 語 は恐 ら く 「一 時所 得 」 で あ ろ うが,用 い られ てい る脈 絡 は,フ リー

ドマ ン の 消費 関 数 に 関 す る 「恒 常所 得 」仮 説 で あ り,そ の 対 語 も 「変 動 所

得 」 であ って,い まや 学 界 に定 着 してい る よ うで あ る。 「寝 か し込 み」 とい

う訳 は,か な りうが った訳 とい え よ う。 「封 鎖 効 果 」 とか 「閉 じ込 め効 果 」

とい う人 もあ るが,つ ま りは 「利 喰 い売 りを しな い こ と」 で あ る。本 書 で ま

た1つ 新 訳 が で た の も,こ の言 葉 が い まだ定 着 してい ない こ とを示 す もので

あ る9
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以 下 に整 理 した 誤 訳 と と もに,こ れ らの 術 語 に つ い て は再 考 の うえ,機 会

が あ れ ぽ訂 正 してい た だ きた い もの だ と思 う。 そ うで なけ れ ば,せ っか くの

名著 と,訳 者 の グー ド氏 に た いす る傾 倒 も,読 者 に は誤 解 を 生 ず る危険 が あ

る。

付記 本書を読むにあた り,連 邦個人所得税の一連の申告書な らびに記入の手引き

を貸与 していただいた竹内教授をは じめ,会 計お よび証券関係の問題について

教示を うけた久野,鈴 木の両助教授に謝意を表 したい。
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